
 

 

議案第２１号資料 

◇上尾市教育相談員、学校適応指導教室指導員等設置規則（平成１３年上尾市教育委員会規則第４号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（定数） （定数） 

第３条 教育相談員の定数は、４人以内とする。 第３条 教育相談員の定数は、４人以内とする。 

２ 学校適応指導教室指導員の定数は、３人以内とする。 ２ 学校適応指導教室指導員の定数は、３人以内とする。 

３ 教育心理専門員の定数は、２人以内とする。 ３ 教育心理専門員の定数は、３人以内とする。 

 附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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